
工事等に係る入札及び契約情報等の公表に関する事務取扱要領 

平成１７年４月１３日管理者決裁 
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   平成２９年 ５月２２日一部改正 

令和６年 ３月２９日一部改正 

     

 

 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（平成１２年法律第１２７号。

以下「法」という。）の趣旨を踏まえ、さらに、札幌市民への説明責任（アカウンタビ

リティ）の推進を図るため、別に定めがあるものを除くほか、当局の工事並びに工事に

係る設計、監理及び地質調査の委託業務並びに測量業務（以下「工事等」という。）に

係る入札及び契約情報等の公表に関する事務取扱要領を下記のとおり定める。 

 

記 

 

１ 公表対象工事等 

⑴ 次に掲げるものとする（公共の安全と秩序の維持に密接に関連するものであって、

札幌市の行為を秘密にする必要があるものを除く。）。 

ア 法第２条第２項に規定する公共工事（以下「工事」という。）で、その予定価

格が２５０万円を超えるもの。 

イ 工事に係る設計、監理及び地質調査の委託業務並びに測量業務（以下「委託業

務」という。）で、その予定価格が１００万円を超えるもの。 

⑵ 予定価格が、前項の規定を超えない工事等についても、この要領の規定に準じて、

公表することができるものとする。 

２ 発注予定工事等の公表 

⑴ 公表する事項 

ア 工事等の名称 

イ 工事等の施工場所 

ウ 工期（履行期間） 



エ 工事等の概要 

オ 入札時期 

カ 工事等の種別 

キ 入札及び契約の方法 

ク 金額区分 

ケ その他必要と認める事項 

⑵ 公表の時期 

ア 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年

政令第３７２号。以下「特例政令」という。）の適用を受けることが見込まれる

工事等。 

原則として、３月下旬において、翌年度に発注を予定する工事等を公表する。

なお、その際、札幌市契約公報にも登載するものとする。 

イ 予定価格が２５０万円を超えることが見込まれる工事及び予定価格が１００万

円を超えることが見込まれる委託業務（上記アの工事等を除く。） 

原則として、３月下旬において、翌年度に発注を予定する工事を公表する。た

だし、追加公表及び公表事項の変更等については、事業管理部長が定める時期に

公表する。 

⑶ 公表の手続き 

各部長（施行規程第２条第３号に規定する部長をいう。）は、所管する部が施工

を予定している対象工事等を、上記⑵に掲げる公表月の中旬までに発注予定工事等

一覧表（別紙様式１）に記載し、事業管理部長に提出する。 

３ 公表事項（２を除く。） 

⑴ 一般競争入札の場合 

ア 競争入札参加資格等 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６

７条の５第１項に規定する一般競争入札に参加する者に必要な資格及び当該資格

を有する者の名簿 

イ 入札告示において公表する事項 

(ｱ) 工事等の名称、場所、種別及び概要 

(ｲ) 入札執行日時 



(ｳ) 政令第１６７条の５の２の規定により定めた一般競争入札に参加する者に必

要な資格 

ウ 契約相手方の決定後、速やかに公表する事項 

(ｱ) 入札参加資格者の商号又は名称 

(ｲ) 入札者の各回の入札金額 

(ｳ) 落札金額 

(ｴ) 低入札調査基準価格又は最低制限価格及び入札書比較価格 

(ｵ) 政令第 167条の 13において準用する政令第 167条の 10第２項の規定により

落札者を決定した場合における最低制限価格未満の価格をもって入札した者の

商号又は名称 

(ｶ) 地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号。以下「公企法令」とい

う。）第２１条の１３第１項第８号の規定により随意契約を行った場合におけ

る契約の相手方を選定した理由 

(ｷ) 入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理

由 

(ｸ) 政令第１６７条の１０第１項の規定により落札者を決定した場合におけるそ

の者を落札者とした理由 

(ｹ) 低入札価格調査の結果の概要 

エ 契約締結後（公企法令第２１条の１３第１項第８号の規定により随意契約を行

った場合を含む。）、速やかに公表する事項 

(ｱ) 契約相手方の商号又は名称及び住所 

(ｲ) 工事等の着手の時期及び完成の時期 

(ｳ) 契約金額 

⑵ 指名競争入札の場合 

ア 競争入札参加資格等 

(ｱ) 政令第１６７条の１１第２項に規定する指名競争入札に参加する者に必要な

資格及び当該資格を有する者の名簿 

(ｲ) ⑵・ア(ｱ)の資格を有する者の客観点数、主観点数及びそれらの合計点数並

びに等級区分を定めたときの基準 

(ｳ) 指名競争入札に参加する者を指名する場合の基準 



イ 指名通知後、速やかに公表する事項 

(ｱ) 工事等の名称及び種別 

(ｲ) 入札執行日時 

ウ 契約相手方の決定後、速やかに公表する事項 

(ｱ) 指名した者の商号又は名称 

(ｲ) 入札者の各回の入札金額 

(ｳ) 落札金額 

(ｴ) 低入札調査基準価格又は最低制限価格及び入札書比較価格 

(ｵ) 政令第１６７条の１３において準用する政令第１６７条の１０第２項の規定

により落札者を決定した場合における最低制限価格未満の価格をもって入札し

た者の商号又は名称 

(ｶ) 公企法令第２１条の１３第１項第８号の規定により随意契約を行った場合に

おける契約の相手方を選定した理由 

(ｷ) 政令第１６７条の１３において準用する政令第１６７条の１０第１項の規定

により落札者を決定した場合におけるその者を落札者とした理由 

(ｸ) 低入札価格調査の結果の概要 

(ｹ) 工事等の場所及び概要 

(ｺ) 指名した者の指名理由及び指名に至る過程 

エ 契約締結後（公企法令第２１条の１３第１項第８号の規定により随意契約を行

なった場合を含む。）、速やかに公表する事項 

(ｱ) 契約相手方の商号又は名称及び住所 

(ｲ) 工事等の着手の時期及び完成の時期 

(ｳ) 契約金額 

⑶ 随意契約の場合（公企法令第２１条の１３第１項第８号の規定による場合を除

く。） 

ア 契約相手方の決定後、速やかに公表する事項 

(ｱ) 見積書を徴取した者の商号又は名称 

(ｲ) 見積者の各回の見積金額 

(ｳ) 決定金額 

(ｴ) 見積書比較価格 



イ 契約締結後、速やかに公表する事項 

(ｱ) 契約相手方の住所 

(ｲ) 工事等の着手の時期及び完成の時期 

(ｳ) 契約金額 

(ｴ) 契約の相手方を選定した理由 

⑷ 契約金額の変更を伴う契約変更の場合、契約変更後、速やかに公表する事項 

ア 工事等の名称 

イ 契約金額 

ウ 工事等の着手の時期及び完成の時期 

エ 工事等の場所、概要及び種別 

オ 変更の理由 

⑸ 政令第１６７条の１０の２第１項若しくは第２項の規定により落札者を決定する

一般競争入札（以下「総合評価一般競争入札」という。）又は政令第１６７条の１

３において準用する政令第１６７条の１０の２第１項若しくは第２項の規定により

落札者を決定する指名競争入札（以下「総合評価指名競争入札」という。）を行っ

た場合における次に掲げる事項 

ア 当該総合評価一般競争入札又は当該総合評価指名競争入札を行った理由 

イ 政令第１６７条の１０の２第３項（政令第１６７条の１３において準用する場

合を含む。）に規定する落札者決定基準 

ウ 政令第１６７条の１０の２第１項（政令第１６７条の１３において準用する場

合を含む。）の規定により価格その他の条件が本市にとって最も有利なものをも

って申込みをした者を落札者とした場合におけるその者を落札者とした理由 

エ 政令第１６７条の１０の２第２項（政令第１６７条の１３において準用する場

合を含む。）の規定により落札者となるべき者を落札者とせず他の者のうち価格

その他の条件が本市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者と

した場合におけるその者を落札者とした理由 

４ 公表方法 

３に掲げる公表事項については、原則、次に掲げるものを閲覧に供することにより

公表するものとする。 

ただし、閲覧に供するものが公表の事項を満たし、法令等の規定により公表するこ



とができないものとされる場合以外は、これに限らない。 

なお、公表事項の複写については、別に定めるところによる。 

⑴ 一般競争入札の場合 

ア 競争入札参加資格等 

資格については「一般競争入札に参加する者に必要な資格」の告示文、名簿に

ついては札幌市交通局競争入札参加資格審査等取扱要領（平成 14年 9月 26日交

通事業管理者（以下「管理者」という。）決裁。以下「登録要領」という。）第３

条第３項に定める札幌市競争入札参加資格者名簿（以下「登録名簿」という。）

によるものとする。 

イ 入札告示において公表する事項 

「入札告示」の告示文によるものとする。 

ウ 契約相手方の決定後、速やかに公表する事項 

(ｱ)(ｲ)(ｳ)(ｴ)(ｵ)(ｶ)(上記 3・⑴・ウ)に係る公表は、別記様式２「入札（見

積）結果調書」（以下「入札・見積調書」という。）によるものとする。 

(ｷ)に係る公表は、札幌市交通局工事等一般競争入札施行要綱（平成 17年４月

13 日管理者決裁）の様式６「入札参加資格に係る理由説明書」によるものとす

る。 

(ｸ)(ｹ)に係る公表は、札幌市交通局低入札価格調査要領（平成 10年３月 27管

理者決裁）の様式３「低入札価格調査結果報告書」（ただし、決裁欄等個人名に

ついては、公表対象としない。以下「結果報告書」という。）によるものとする。 

エ 契約の締結後、速やかに公表する事項 

札幌市交通局工事等契約事務処理要領（平成５年２月 18 日管理者決裁、以下

「工事等事務処理要領」という。）様式７「建設工事請負契約書」及び様式８

「契約書」等（以下「契約書」という。）によるものとする。 

⑵ 指名競争入札の場合 

ア 競争入札参加資格等 

(ｱ)(上記 3・⑵･ｱ)に係る公表は、資格については「指名競争入札に参加する

者に必要な資格」の告示文、名簿については登録名簿によるものとする。 

(ｲ)に係る公表は、登録要領第９条の格付け要項によるものとする。 

(ｳ)に係る公表は、札幌市交通局工事等被指名者選定基準（平成 13 年４月 19



日管理者決裁）によるものとする。 

イ 指名通知後、速やかに公表する事項 

「入札・見積調書」によるものとする。 

ウ 契約相手方の決定後、速やかに公表する事項 

(ｱ)(ｲ)(ｳ)(ｴ)(ｵ)(ｶ)(上記 3・⑵･ｳ)に係る公表は、「入札・見積調書」による

ものとする。 

(ｷ)(ｸ) に係る公表は、「結果報告書」によるものとする。 

(ｹ)(ｺ) に係る公表は、札幌市交通局工事被指名者選考委員会規程（昭和 42年

交通局規程第 36 号。に規定する被指名者選考委員会（以下「指名委員会」とい

う。）の選考記録によるものとし、工事等事務処理要領様式２「選考委員会決定

調書」によるものとする。 

ただし、（ｹ)(ｺ) に係る公表は、指名委員会ごとの公表とし、全ての工事等の

契約相手方の決定後、速やかに公表するものとする。 

エ 契約の締結後、速やかに公表する事項 

「契約書」によるものとする。 

⑶ 随意契約の場合（公企法令第２１条の１３第１項第８号の規定による場合を除

く。） 

ア 契約相手方の決定後、速やかに公表する事項 

「入札・見積調書」によるものとする。 

イ 契約締結後、速やかに公表する事項 

(ｱ)(ｲ)(ｳ)(上記 3・⑶･ｱ)に係る公表は、「契約書」によるものとする。 

(ｴ)に係る公表は、見積合（特命）理由を明記した工事等事務処理要領様式１

「特命理由書」（ただし、決裁欄等個人名については、公表対象としない。）によ

るものとする。 

⑷ 契約金額の変更を伴う契約変更の場合、契約変更後、速やかに公表する事項 

アイウ(上記 3・⑷)に係る公表は、工事等事務処理要領様式２７「請書」による

ものとする。 

エオに係る公表は、札幌市交通局工事施行規程（平成４年交通局規程第１８号）

の様式７「措置必要事項報告書」（ただし、決裁欄等個人名については、公表対象

としない。）によるものとする。 



５ 閲覧場所 

交通局事業管理部総務課 

６ 公表の期間 

⑴ 発注予定工事等 

公示の日から発注予定年度の３月 31日まで公表するものとする。 

⑵ 競争入札参加資格等 

当該資格の有効期間中または改正されるまで、公表する。 

⑶ その他 

公表した日（契約締結前に公表した事項については、契約を締結した日）の翌日

から起算して１年が経過する日まで公表するものとする。 

７ 公表した内容に関する問い合わせの取扱い 

⑴ 公表した事項についての問い合わせに対しては、閲覧の方法により公表している

旨を伝えるものとする。ただし、閲覧の方法と併せて、当該事項をインターネット

等他の方法によっても公表している場合にあっては、その旨も伝えるものとする。 

⑵ 公表していない事項についての問い合わせに対しては、応じないものとする。た

だし、当該事項が他の定めにより公表している場合にあっては、その旨を伝えるも

のとする。 

８ 留意事項 

⑴ 公表の対象となる事項が法令等の規定により公表することができないものとされ

ている場合にあっては、当該法令等の規定によることとする。 

⑵ 公表の対象とならない工事等にあっても、契約締結権者が公表の必要があると認

めるときは、公表を妨げるものではない。 

 

附 則 

この要領は、平成 17年４月 13日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成 18年 10月 25日から施行する。 

附 則 

この要領は、平成 19年 10月１日から施行する。 

附 則 



この要領は、平成 29年５月 22日から施行する。 

附 則 

この要領は、令和６年４月１日から施行する。 


